
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年 令和元年 

平成３２年 令和２年 

平成３３年 令和３年 

平成３４年 令和４年 

平成３５年 令和５年 

平成３６年 令和６年 

 

 

 

 

 

○  有効期間の末日部分に「平成」を用いて、改元以降の年を記載している運転

免許証は、もちろん引き続き有効なものとして使用可能です。 

 

○  例えば、運転免許証の有効期間の末日が 

   ・ 「平成３６年０４月０１日まで有効」 

   ・ 「２０２４年（平成３６年）０４月０１日まで有効」 

 と記載されている運転免許証は 

    令和６年４月１日まで有効です。 

※ 運転免許の有効期限切れ(失効)にご注意ください。 

 

「平成」を用いて改元日以降の年を 

記載している運転免許証は有効です。 

 

【 対 照 表 】 

運転免許証の有効期間の末日（例） 

 

○ この運転免許証は 

「令和４年４月１２日まで有効」 

です。 

お持ちの運転免許証で 

運転免許証の有効期間の末日の記載が「平成」の方は、下記のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 運転免許の有効期限切れ（失効）にご注意ください。 

「お持ちの運転免許証」      運転免許の「有効期間の末日」 

平成３１年○○月○○日まで有効 → 令和 元年○○月○○日まで有効  

平成３２年△△月△△日まで有効 → 令和 ２年△△月△△日まで有効 

平成３３年□□月□□日まで有効 → 令和 ３年□□月□□日まで有効 

平成３４年××月××日まで有効 → 令和 ４年××月××日まで有効 

平成３５年◎◎月◎◎日まで有効 → 令和 ５年◎◎月◎◎日まで有効 

平成３６年＃＃月＃＃日まで有効 → 令和 ６年＃＃月＃＃日まで有効 

 


